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総合評価の方法
１　評価値の算定方法
　　評価値は、次の算式により算定する。
　　　評価値＝品質評価点＋価格評価点

２　評価点の配点
　　各評価点の配点は、次のとおりとする。
（１）品質評価点　５０点
（２）価格評価点　５０点

３　各評価点は、次の評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。
　　ただし、合計点が７０点に満たない場合、又は船体評価がＤランクの場合は失格とする。

	（１）品質評価
	配点
	評価基準
	点数

	
	品質
	船体評価
※１
	２５
	船体評価　Ａランク（品質：優）
	２５

	
	
	
	
	船体評価　Ｂランク（品質：良）
	２０

	
	
	
	
	船体評価　Ｃランク（品質：可）
	１０

	
	
	
	
	船体評価　Ｄランク（品質：不可）
	欠格

	
	
	装備等内容
評価　※２
	２５
	計器等の装備、機関等の消耗品等の評価（１項目について１点を配点、ただし、☆の項目は２点）
	

	品質評価合計
	５０
	


※１　現地において船体評価を実施し、判定。　　　
※２　装備等確認リスト＜別記様式第４号＞にある２１項目。

	（２）価格評価
	配点
	評価基準
	点数

	
	価格
	傭船費
※３
	５０
	最も安価なものを５０点。
以下、金額１万円/月　上がるごとに１点ずつ減点。
	

	価格評価合計
	５０
	


※３　入札書＜別記様式第５号＞に記載の１暦月あたりの金額による。





